
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 同族会社の判定基準の改正 

Ｑ：商法改正による、金庫株解禁とのから

みで、税法の同族会社の判定基準が改正され 

たと聞きました。改正内容を教えて下さい。 

  

Ａ：会社の保有している自己株式は、判定

の基礎となる発行済株式総数から除くことな 

ど、一定の改正がなされました。 

【解説】  

 商法改正で、自己株式（金庫株）の取得と 

保有が解禁になったことに伴い、税法の同族 

会社の判定基準も次のように改正されました。 

①判定する会社の発行済み株式総数から、そ 

の会社の保有している自己株式を除く。 

  ②上位３位の株主から、自己株式を保有する 

 判定会社自体を除く。 

③同族会社と判定される同族関係者の持株割 

合を５０％超（改正前・50%以上）とする。 

  この改正により、次のような持株割合の会 

 社は、同族会社から非同族会社になりますの 

 で注意してください。 

 （転換前） 

 同族関係者※６０％  | その他 ４０％  

 ※同族株主持分のうち２０％を自己株式とし 

  して取得   ↓ 

 （転換後）      

同族関係者40% その他40%   ＊自己株 20%

           （＊判定基礎から除外） 

  これは、自己株式の取得で判定の基礎とな 

 る分母の株式数が減少し、同族関係者の持株 

 割合（この場合ですと40％/40%＋40％＝50％ 

  ≦50％）が変わるからです。  
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